
または一部の払込に、会社の提携するポイント発行企業が
発行するポイント（以下「ポイント」といいます。）を利用する
ことができます。

２．会社は、保険契約者がポイントを利用したことを確認でき
た場合、ポイントを利用した時にそのポイントに対応する
保険料相当額が払い込まれたものとして取り扱います。

３．払込期月の振替日前にポイントに対応する保険料相当額が
払い込まれた場合でも、会社は、保険料相当額をその振替
日に保険料に充当します。

４．保険料の一部の払込にポイントを利用する場合、保険料相
当額の残額は口座振替により払い込むことを要し、保険料
相当額全額の払込があったことをもって、保険料に充当し
ます。
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	■別表1＜請求書類＞

項目 約款条文 必要書類

死亡保険金 第６条

○会社所定の請求書
○�会社所定の様式による医師
の死亡診断書
○�被保険者の住民票（発行か
ら３か月以内のもの）また
は戸籍抄本
○�保険金受取人の印鑑証明書

保険契約の解約 第19条 ○会社所定の請求書

コース変更 第21条 ○会社所定の請求書

保険料払込方法
（回数）の変更

第22条 ○会社所定の請求書

保険契約者の変更 第23条 ○会社所定の請求書

※�会社は、必要に応じて、一部の書類の提出について省略を認める
こと、または上記以外の書類の提出を求めることがあります。

別表 SBIいきいき少短の
持病がある人の死亡保険


